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本書は、家族の一員が事故、事件の加害者になった場合、家族の他の構成員

が損害賠償責任を負うかどうかの問題を取り扱ったものである。

本書は、まず、法的な責任を検討する前提として、現代社会における家族で

いることのリスク、法的なリスクを重要な要素とする家族関係の実情を紹介し

ている。我々は、家族の一員として生まれ、成長し、家族の影響を受け、家族

に影響を与え、人によっては新たな家族を形成する等しながら、生活し、活動

し、その一生を終え、人によっては死後も家族に影響を与えることがある。我々

は、生まれるやいなや、家族から影響を受けるし（生まれる前から影響を受けて

いる）、家族に影響を与えるものである。個人の家族との関係、影響は、個々の

家族ごとに極めて多様であり、個人も家族全体も全般的に恵まれている場合も

あれば、個人、家族全体が様々な問題、不利益、負担、損失、トラブル、苦労

等を抱え、あるいは抱え続ける場合もあるが、現実化しているかどうかを問わ

ず、どの個人も、家族も潜在的には様々な不利益、負担、損失、トラブル等の

発生するリスクを抱えている。現実には、人は生まれたときから、個々の家族

の特徴を背景として成長し、生活し、活動するにつれ、家族の絆を喜ぶことが

できる反面、家族の柵
しがらみ

に苦労するのが実情である。人は、その一生において自

分が家族の問題、不利益等による影響を受けるだけでなく、自分の問題、不利

益等で家族に影響を与えるものであり、家族の一員である個人と家族の他の構

成員との関係（家族関係）は、見方を変えると、相互に問題、不利益、負担をか

け合うリスク（ファミリーリスク）を重大な内容とするものでもある。家族間の

リスクの実像は、たとえば、新聞に掲載される人生相談を内容とする記事（各

新聞によって表題が異なる）等があり、実に多様な事例が掲載されているが、全

容のごく一部にすぎない。

家族内で発生する多様な問題、不利益等のリスクは、法律問題、法的な紛争

の観点から見ることもできるが、家族内で親子・夫婦等の間で生じる問題、紛

争のリスクは生活全般に及ぶものであり、家族の一員が死亡した後にも現実化

するものがあるし（このような内容・態様の紛争、裁判は実務上多数見られ、家族
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の実情を反映し、解決が困難なものが少なくない）、家族外の者との間に発生する

取引、事故・事件等による法的な責任をめぐるものもある。後者の場合には、

家族の一員が家族外の者から被害を受けることもあれば、家族外の者を加害す

る事故・事件による責任の負担問題、紛争も生じ得るが、本書は、家族の一員

が加害者となって事故・事件を起こした場合における判例・裁判例を分析し、

紹介するものである。

家族の一員が家族外の者に加害行為を行った場合、加害行為者が未成年者（最

近、成人年齢が18歳に引き下げられている）、あるいは成年者によって家族の他の

構成員に与える影響は異なるが、家族は実際にどのような言動・対応をするの

であろうか。家族がその一員である未成年者による加害事故・事件を知った場

合、直ちに自分の法的な責任はないなどと責任の問題を検討するのであろうか、

そもそも無関心であるのか、加害行為自体を否定するのか、自分の責任だけは

否定するのか、大変だなどと驚くだけであるのか、法的にはともかく未成年者

の将来のためできる限りの対応をしようとして心配するのか、様々な家族があ

ろう。本書で紹介する判例・裁判例においては未成年者の加害行為につき親ら

は、未成年者の法的な責任が明白である事例であっても（筆者は、現代社会にお

いては、未成年者の社会的な成熟の程度を考慮し、加害行為の内容・態様の実情を個

別的に考慮し、責任無能力の判断基準をより低い年齢に解するのが妥当であると考え

ている）、ほとんどの事例では本格的に自己の責任を否認する言動、訴訟活動を

行っているが、親らが責任を否定する判決を得た後、未成年者は法的な責任を

負ったままになるのであろうか。他方、加害行為が成年者によって行われた場

合、家族の他の構成員と加害行為者との関係は、未成年者の場合と異なり、希

薄になっているとしても、高齢者等については介護、看護、世話、同居、財産

の承継等の密接な関係があるから、その実情によっては家族が法的な責任を負

うべき根拠があるというべきであるが、無関心や無関係を装うのか、財産に影

響がなければ放置するのか、親身に心配するのか、成年者の将来のためできる

限りの対応をしようとして心配するのか、ここでも様々な家族があろう。現代

社会においては、特に成年者のうち高齢者が加害事故・事件を起こす事例が近

年広く報道される等し、高齢者の事故・事件に対する家族の対応にも注目が集

まっている。判例・裁判例の中には、本来責任を肯定すべき事故・事件につき
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加害行為をした未成年者等の責任能力を否定したり、家族の責任を否定したり

し、誰も責任を負わない事故・事件を法的に生じさせる事例も見られ、一層リ

スクの多い社会現象が生じている。

本書は、このような現代社会における家族が抱えるファミリー・リスクの一

つである家族の法的な責任をめぐる判例・裁判例を紹介し、今後の責任の在り

方を説明しようとしたものである。現代社会においては、伝統的な家族の実情・

諸相が大きく変化してきており、伝統的な家族も残る一方、新たな家族も広く

見られるところであり、家族の法的な責任についても家族の共同体としての基

礎にも動揺が見られる。しかし、困ったときにこそ、家族の柵が現実化したと

きにこそ、家族の絆、相互の助け合いが最も発揮されるべきときであり、加害

行為を行った者をそのまま放置して家族といえるのであろうか。家族の実態を

背景として家族がどれだけの範囲で責任を負うべきか、負ったほうがよいのか。

それとも、成年者による加害行為の被害は、広く社会全体で負担すべきである

というのであろうか。家族の法的な責任をめぐる問題は、家族間のリスクをめ

ぐる諸問題の一つの側面にすぎないものであり、家族像が大きく揺れている現

代社会においては、あらためて家族間の法律問題を見直すべき分野が多いと考

えられる。本書が今後も家族間のリスク、法律問題を検討するにおいて少しで

も参考になれば、老骨を駆使した苦労も忘れられるように思われる。

最後に、本書の執筆にあたっては、民事法研究会の南伸太郎氏に多大な協力

を得たものであり、御礼を申し上げたい。

2023年７月

升　田　　純
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第2章　家族の責任をめぐる裁判例——昭和20年代〜30年代

現在では、昭和30年頃というと、昭和時代自体が古い昔の印象を与えるよう

になってきたが、第二次世界大戦（日本では、太平洋戦争）の敗戦後10年を経

て、戦後の復興が日本各地で見られ、首都圏等では高度成長の時期が始まって

いたところである。国民は、首都圏等の大都市地域に大規模に移動し始めてお

り、日本社会の家族像も、伝統的な大規模な家族から変化し始めていた頃であ

る。この頃には、日本社会の大半においては伝統的な家族意識が強かったとい

うことができるし、昭和21年から昭和24年までの間のベビーブームの時代を経

て（筆者は、昭和25年生まれであるが、同年の出生数は200万人を超えていた）、全

国各地に幼児、児童が溢れており、一家には複数の乳幼児、児童や、祖父母も

いて、大規模な家族が普通に見られたところである。家庭では家族の絆、連帯

意識も強く、多くの家庭では貧しいながらも賑やかな時代であったし、町々に

は日中乳幼児、児童が溢れていた時代であった。

昭和20年代〜30年代における裁判例としては、次のものがある。

なお、以下、本書において紹介する判例・裁判例は、かつて判例時報におい

ていて紹介したものに多数の裁判例を追加したものである。

１●安全剃刀による子の加害行為に対する親の責任　

【事案の概要】（京都地判昭和29・11・25下民集５巻11号1924頁）

Ａ（当時、15歳10か月）は、Ｙ１、Ｙ2 の子であり、精神病に罹患しており、Ｘ

（女性）は、Ｙ１の営む青果商の建物の２階に間借りしていたところ、昭和26年

９月、本件建物の１階台所で食事をしていた際（停電となり、自転車の電灯の中

で食事をしていた）、Ａが背後からＸに抱きつき、安全剃刀で頸部等の顔面に切

り付け、傷害を負わせたため、ＸがＹ１、Ｙ2 に対して監督義務違反を主張し、

不法行為に基づき損害賠償を請求した。

この判決は、Ａが頻繁にてんかんの発作を起こし、しばしば薪割りを振り上

げ硝子を割るなどの衝動的に挙動があったことから、Ｙ１らにおいてはＡを自宅

で監護する以上、日常、特にその挙動を監視し、不慮の事故の発生を防止すべ

き義務があり、その病状につき医師の診断を受け、その指示に従い適切な監護

の処置をとることもなく漫然とこれを放置する等したとし、監督義務違反を認

め、請求を認容した。



91

1 ●安全剃刀による子の加害行為に対する親の責任

【判　旨】
「Ａは昭和25年３月頃より時々てんかんによる失神の発作を起こすようになり医師

Ｂの治療及び京都府立医科大学精神科の診断を受けたが病状は好転せず、学校中退後

一時被告Ｙ2 の郷里に静養に赴き、同26年１月被告Ｙ１方に帰り家業の手伝をしていた

が依然病状は回復に至らす、本件事故当時に至るまで１週間ないし10日に一回程度の

割合で発作を起す状態であったこと、同人の日常の挙動も近隣の小児を相手に遊戯に

興じ、家業の手伝といっても被告Ｙ１の行商について行く程度以外殆ど役に立たず、

しばしば母親のＹ2 に対してまき割を振り上げ、或は小遣をせがんでガラスを割る等

の衝動的な挙動があったこと、現在同人は大阪府茨木の精神病院に収容されているこ

とが認められ、これらの事実と成立に争のない〈証拠〉を併せ考えれば同人は本件事

故当時精神病のため自己の行為の責任を弁識し得ない心神喪失の状態に在ったものと

認められる、そこで次に被告等のＡに対する監督義務懈怠の事実の有無について判断

する、証人Ｃ、Ｄの各証言、原告Ｘ、被告Ｙ１各本人尋問の結果、被告Ｙ2 本人尋問調

書の記載によれば、前示認定の如くＡは静養先より帰宅後も依然として病状は回復せ

ず１週間ないし10日に一度という頻繁なてんかんの発作を起し、しかもしばしばまき

割を振上げガラスを割る等の衝動的な挙動があったものであるから、被告等はたとえ

医師或は警察より同人を隔離するようにとの注意を受けなかったとしても同人を自宅

に置いて監護する以上、日常特にその挙動を監視し不慮の事故の発生を防止すべき義

務があり、同人が家業の手伝に従い得る状態に在ったことは何等右義務を免れさせる

ものでないのに拘らず被告等はＡの帰宅後その病状につき医師の診断を仰ぎその指示

に従い適切な監護の処置をとることもなく漫然とこれを放置し、且原告に対してＡの

病状を告げ注意を促すこともせず、更に本件事故当時は停電が頻発していたが同人は

暗所において発作を起し易い傾向があったのに停電時に際し特に同人の監視に留意し

た形跡もみられないから被告等がＡに対する監督義務を怠らなかったとの事実は到底

認められない、被告Ｙ１本人尋問の結果及び被告Ｙ2本人尋問調書中右認定に反する部

分は信用できない。また本件事故が停電中に発生したことは争がないが被告等は親権

者として日常Ａに対する監督義務を怠っていた以上具体的に本件傷害行為の発生を防

止する暇がなかったとしてもその責任を免れることはできない。」

【判決の実務上の意義】

この事案は、精神病に罹患した未成年者（当時、15歳10か月）が行った傷害行

為についてその両親の法的な責任が問われたものであり、未成年者が両親と自

宅に同居していたこと、未成年者が自宅において自宅の一部の賃借人を安全剃

刀で切り付けたこと、未成年者が精神病に罹患していたこと、未成年者の両親
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の監督義務違反による不法行為が問題になったことに特徴がある。

この判決は、両親が自宅で未成年者を監護していたものの、病状が回復しな

かったこと、未成年者には日頃から衝動的な挙動があったこと、本件当時には

未成年者が責任能力のない状態であったこと、両親は日頃未成年者の挙動を監

視し、不慮の事故を防止すべき義務があるとし、本件では監護義務違反がある

としたことに特徴がある。この判決は、両親と同居する未成年者（15歳で精神疾

患に罹患していた）の監護義務違反の不法行為を認めた事例として参考になるも

のである。

２●キャッチボールによる子の加害行為に対する親の責任

【事案の概要】（大阪地判昭和30・２・８下民集６巻２号240頁）

Ａ（当時、12歳11か月）は、昭和25年６月、友人Ｂと、幅員６メートルの公

道に沿った空き地（東側に広場があり、鶏舎があったが、付近は通行人等が多かっ

た）においてキャッチボールをしていたところ、Ａの投げたボールがそれて、

鶏舎の前で餌をやっていたＸの左眼に当たり、失明する傷害を負ったため、Ｘ

がＡの父Ｙに対して法定監督義務違反を主張し、不法行為に基づき損害賠償を

請求した。

この判決は、Ａの責任能力を否定し、民法714条の適用を認め、空き地でキャッ

チボールをしたとの一事だけで監督義務を怠らなかったということはできない

とし、請求を認容した。

【判　旨】
「そこでＡの前記過失に因り原告に加えた傷害に対する責任能力の有無について考察

するに、凡そ或行為の結果についてその者に責任があるとするには、該行為の結果が

法律上違法なものとして価値判断されるものなることを弁識する精神能力を有する場

合でなければならないと解すべきものであるが、Ａの年令は当時12年11月であって、

右年令の程度においては一般に右行為の結果が違法なものとして法律上非難に価する

ものなることを弁識する精神能力に欠けているものと言うべく、他に特段の事情の認

められない本件においては、Ａは前示行為の結果に対する責任能力はないものと断ぜ

ざるを得ない。してみれば、民法第714条により、Ａの親権者として法定監督義務も

のである被告は、Ａが原告に加えた前記傷害の結果原告の蒙った物的精神的の損害に

つきその賠償を為す責任がある。被告は、Ａが子供の運動場として解放されていた空
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地でキャッチボールをしていたものである以上、被告に監督上の懈怠はないと主張す

るけれども、Ａの右行為が単に運動場として利用されていた空地においてなされてい

たことの一事を以てしては被告の右責任免除の理由とはならないし他に被告が監督義

務を怠らなかったことの証拠はないから、被告の原告に対する前記賠償義務は免れな

い。」

【判決の実務上の意義】

この事案は、未成年者（当時、12歳11か月）が運動場として使用されている空

地で友人とキャッチボールをして遊んでいた際、未成年者の投げたボールが近

くで仕事をしていた者の左眼に当たって負傷し、父親の民法714条所定の基づ

く損害賠償責任が問われたものであり、付近に通行人の多い空き地で未成年者

らがキャッチボールをして遊んでいたこと、投げたボールが付近で仕事をして

いた者に当たったこと、被害者が左眼失明の傷害を負ったこと、父親の同法714

条所定の損害賠償責任が問題になったことに特徴がある。この事案では、未成

年者は責任能力の有無が微妙な年齢であり、また、加害行為が空き地における

友人同士の遊びにおけるキャッチボールであったことから、法的な責任の成否、

責任の所在が問題になる微妙なものである。最近は、キャッチボールを行った

り、簡略化された軟式等の野球（場所が狭いとか、参加者が少ないと、三角ベース

の野球なども見かけたものである）をする児童、生徒の姿を見かけることは少な

くなっているが、昔は、日常的にあちこちで見かけた風景である（筆者も近所の

神社の境内でソフトボール、テニスボール、軟式ボールを利用した野球をよく行った

ものである）。

この判決は、未成年者の責任能力を否定したこと、父親が民法714条所定の法

定監督義務者にあたるとしたこと、父親の責任について、運動場として使用さ

れていた空き地におけるキャッチボールということだけでは監督上の義務の懈

怠を否定できないとしたことに特徴があり、事例判断を提供するものであるが、

未成年者の空地におけるキャッチボール上の不法行為を肯定した判断は参考に

なるものである。

2 ●キャッチボールによる子の加害行為に対する親の責任
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